
 
 

平成２３年度第１回さぬき市地域包括支援センター運営協議会 会議要旨（要約） 
 

１ 日 時 平成２３年８月１日（月）  １４：００～１６：０５ 
２ 場 所 さぬき市福祉事務所２階２０１・２０２会議室 
３ 出席者［委 員］岡保紀・為国真理・佐藤真千子・大隈豊和・山下博・福光優 
          梶河昭・間島是武・木内紀代子・谷幸夫・南智香・真鍋映子 

岩崎喬士・吉原正和・壺井邦子・木田一彦・真鍋芳樹・白井謙二 
中村淑子・板倉滋樹 

     ［事務局］奥村重信・梶原明美・川田涼子・藤田宏江・河本恵・國方秀樹 
          岡田実希・蔵満かおり・池上博子・池尻恵子 
     ［傍 聴］１名 
４ 議 題 （１）平成２２年度地域包括支援センターの運営報告について 
      （２）平成２３年度地域包括支援センターの運営状況について 
５ その他  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



６ 会議の内容は次のとおりである。 

発言者 意見概要 
（事務局） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（議 長） 
 
 
（事務局） 
（議 長） 
 
 
（議 長） 
 
（委 員） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ただ今から平成２３年度第１回さぬき市地域包括支援センターを開会し

ます。開会にあたり、会長より御挨拶申し上げます。 
（会長挨拶） 
 異動等により委員の変更がございますので、新しい委員の方を御紹介い

たします。 
（新しい委員の紹介及び挨拶） 
 本日は１名の委員が欠席ですが、２０名の委員の出席をいただいており

ますので、会議が成立していることを御報告します。 
なお、本会は会長が議長となることから以後よろしくお願いします。 
 それでは、これより議事に移ります。 
まず、平成２２年度地域包括支援センターの運営報告について事務局よ

り説明をお願いします。 
（事務局説明 議題（１）） 
 ただいまの説明のうち承認に関すること（資料１ページから８ページ）

について、質問等ございませんか。 
 質問等なし。 
それでは、説明のうち地域包括支援センターの活動実績に関すること（資

料９ページから２４ページ）について、質問等ございませんか。 
 １６ページからの二次予防事業についてですが、二次予防事業が要介護

状態等になることを水際で防ぐという意味合いで登場したにもかかわら

ず、先程の報告の中で、二次予防事業への参加者が減少気味で、平成２２

年度は不参加率が８０．５パーセントであるという報告がございました。

社会福祉協議会として色々高齢者からの声を聞くと、どちらかというと、

「お達者教室の参加案内が来たが、自分に介護が必要になったことを指摘

されたようで、ショックで参加したいと思わない」というような意見があ

る程度出てきているのが現状のようでございます。お達者教室への郵送で

の参加案内という方法が、先程の報告にあった参加者が減少気味であると

いう結果の原因になっているかどうか分かりませんが。 
 平成２３年度は、４月から６月までの新規の参加者が１１名ということ

で、提案でございます。４７ページの平成２３年度の重点課題として二次

予防事業があげられていますことから、民生委員等の地域住民から情報提

供のあった人、要介護認定非該当者、基本チェックリスト未回収者、一次

予防事業でのハイリスク者等から二次予防事業参加の必要性が高い人に焦
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点をしぼって見つけ出して、本人や家族に二次予防事業参加の必要性を説

いていく作業を行ってはどうでしょうか。そうしないと、介護を予防でき

るタイミングを逃すのではないかと考えております。みすみす要介護状態

へ移行されてしまうということになっては、二次予防事業の必要性が薄ら

いでくると思います。また、二次予防事業への参加の声かけを待っている

高齢者もいるのではないかと推察しますので、手間のかかる作業でござい

ますけど、社会福祉協議会としても協力を是非していきたいと思っており

ますので、共同連携方、御指導方よろしくお願いしたいと思っております。

 それから２点目でございますけど、２３ページからの在宅介護支援セン

ターへの委託事業の関係でございます。家族介護者交流事業への参加者が

２０人程度でございますが、参加率の掌握はどの程度しているのかお教え

願いたいと思います。 
 二次予防事業の件に関しましては、こちらからお願いしたいと思うこと

ですので、よろしくお願いしたいと思います。特に二次予防事業に実際に

参加した方がたくさんいらっしゃいますので、その方たちが平成１８年度

以降どういう状態になっているか調べましたところ、平成１８年度に二次

予防事業に参加した方で要支援・要介護状態になった方は、参加していな

い方と比べると少ないですし、軽度の方が多く、早めの介護予防支援にも

つながったり、要支援１・２という状態でとどまったりしているような傾

向がありました。委員さんへはそのデータをお持ちして御相談したいと思

います。 
 それから、家族介護者交流事業への参加率というのは、声かけをして参

加者を募っておりますので、どの数字を分母にするかというところがあっ

て、特には出していないのですが。 
 在宅の要介護者数について、ある程度の掌握はしているわけですか。 
 在宅の要介護者数はわかるとは思うのですが、今、資料をもっておりま

せんので、後程報告します。 
 分かりました。 
９ページの決算書の歳入についてですが、「その他」の決算額が予算額よ

り５千万円程減っているのはなぜでしょうか。そのため歳出の方も調整な

さっているのだと思うのですが、教えてもらいたいと思います。 
 「その他」については、地域支援事業以外の事業の決算額について記載

しております。 
 ということは、介護保険事業特別会計の決算額は４５億７千２百万円程

なので、うち４５億２千６百万円は地域包括支援センターの事業とは関係

のない事業の金額ということですね。 
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 決算額が４５億７千２百万円程になっておりますが、これは介護保険事

業特別会計の全体の決算額になっております。この中には、介護の保険給

付費等がございますから額が大きくなっております。介護保険事業特別会

計の中で地域包括支援センターにおいて事業を実施していますのが地域支

援事業であり、その中に介護予防事業と包括的支援事業があります。これ

らについて５千万円程ですが予算計上して事業を実施しております。 
 わかりました。 
他に質問等なし。 
それでは、説明のうち地域包括支援センターの運営評価に関すること（資

料２５ページから４７ページ）について、質問等ございませんか。 
 ２７ページの予防給付介護予防ケアマネジメント業務の活動実績の分

析、それから４５ページのケアプランチェックリストの介護予防支援経過

記録の内モニタリングについての資料では、少なくとも３ヶ月に１回は利

用者との面接を行うというふうに書かれています。地域包括支援センター

は毎年新任の方が２～３人入られますよね。利用者さんから聞いたのです

が、入られた初年度半年間もしくは１年間は利用者宅を訪問する時は自転

車を利用しなければいけないらしいです。長尾地区は南北に長くて造田の

白羽あたりから前山・多和地区になると自転車で行くのは難しいし、バス

を利用しても難しいと思うのですけど、新任職員の方が前山に行くときは

他の利用者の担当職員の方と一緒に行動しているのですか。それともバス

で行かれるのですか。なかなか利用者さんの自宅を訪ねるのが困難な状況

ではないかと思いますので、その辺について説明をお願いします。 
 半年間は公用車には乗れないことになっております。練習して安全だと

認められたときには少し早く乗れることもあるのですが、基本的には半年

間としております。その間、自転車で行けるところということで、長尾で

したら前山の手前まで、また、寒川、それから大川の西部までは自転車で

行っているのが現状です。雨が降るとか体調が悪いとかそういう時は他の

職員が乗せて行くという協力体制をとっております。少し非効率ですが。

 分かりました。 
２５ページの地域包括支援センター運営評価方法では、市民・利用者に

よる評価については今後の課題としたいとなっておりますよね。自分で評

価したのでは第三者の評価より甘くなるか、辛くなるかは分かりませんが、

市民とか色々な第三者に評価をしてもらった方がいいという意味だろうけ

ど、具体化を平成２３年度中にやるのか、それとも今検討中なのか教えて

下さい。 
 第三者の評価が必要なことは分かっているのですが、検討中ということ
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でお願いします。 
 わかりました。おそらく職員全員が、課長も含めてそれぞれの項目の評

価をしていると思います。以前から比べますと、ⅭからＢ、ＢからＡへと

非常に改善されてきているということはうれしいことではございますが、

より健全化するためには第三者による評価もこれから考えていかなければ

ならないと強く思いますのでお尋ねした次第です。 
 他に質問等なし。 
 【原案承認】 
続きまして、平成２３年度地域包括支援センターの運営状況について事

務局より説明をお願いします。 
（事務局説明 議題（２）） 
 ただいまの説明のうち承認に関すること（資料１ページから８ページ）

について、質問等ございませんか。 
 質問等なし。 
それでは、説明のうち地域包括支援センターの運営状況について（資料

９ページから２２ページ）について、質問等ございませんか。 
２２ページの地域支え合い体制作り事業についてでございます。先程ま

での報告を見ますと、次々仕事が増え地域包括支援センターは忙しいので

はないかと、職員を１名増やしていただいても、２名必要なくらい忙しい

のではないかと思います。若い方はやれるとは思いますが。 
新しい事業をしますと、また、予算要求等色々雑用が出てきます。この

事業が、国からの指示による事業だと思うのだけど、継続事業なのかそれ

とも単年度事業なのか、さぬき市が熱心に取り組んだのに、もう補助金は

出ないよといわれたら困りますのでお聞きします。 
地域支え合い体制作り事業につきましては、平成２３年度単年度事業で

ございます。 
単年度事業で軽自動車１台を購入する、こういう事業は社会福祉協議会

でもありますし他でもあります。他の事業に生かせるような事業であれば

いいですが、そうでなければ、本当に熱心に取り組んだのにもったいない

というか、市民から見たら何をしているのだということになりますので、

そこのところよく考えていただき頑張って下さい。 
他に質問等なし。 
 【原案承認】 
 事務局より他に何かあればお願いします。 
特にございません。 
なお、次回の会議は、平成２４年２月頃に行いますのでよろしくお願い
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します。 
委員の机上の「さぬき市高齢者虐待防止・対応マニュアルについて」冊

子について、事務局より何か説明はございますか。 
前回お渡しできていなかったマニュアルの完成版ですので、お持ち帰り

御覧下さい。 
これをもちまして、議事を終了します。事務局よろしくお願いします。 
（課長挨拶） 
これをもちまして、閉会させていただきます。本日はどうも有難うござ

いました。 
  




